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【小平市】重層的支援体制整備事業の実施について 

 

１ 重層的支援体制整備事業の概要 

令和３年４月施行の改正社会福祉法で「重層的支援体制整備事業」が創設されました。 

「重層的支援体制整備事業」は、地域共生社会の実現に向けた取組をより一層促進するための具体

的な手法となっています。既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障がい・高

齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれない地域住民の複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応する包括的な支援体制を構築するため、積極的な働きかけを通じ、継続的に関わり続ける伴

走型支援を行う等の支援体制を整え、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向け

た支援」を一体的に実施するものです。 

 

令和５年度第１回 

小平市福祉のまちづくり推進協議会 

      資料３  
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参加支援事業 

・社会とのつながりや参加を支

援します。 

・利用者のニーズを踏まえ、本人

への定着支援と受け入れ先の

支援を行います。 

地域づくり事業 

（交流のできる場の整備・地域活動の活性化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

包括的相談支援事業（断らない相談） 

重層的支援会議（支援方法の協議） 

 

 

プラン確定後各事業へつなぎます 

 
 既存のサービスで対応 

継続的なアウトリーチ支援 

（訪問支援や継続的支援事業） 

・支援が届いていない相談者を見つ

け、一人ひとりの状況に応じたオ

ーダーメイドの支援を通じ、寄り

添いながら伴走支援を行います。 

 

複雑な課題がない場合 

多機関協働事業（課題の整理・調整・支援プランの作成等） 

・支援機関のネットワークで対応します。 

・複雑化、複合化した課題については適切に 

多機関協働事業につなぎます。 

 

・関係機関の連携やプランの適切さ、支援の終結等について

検討するための会議を行います。 

・住民同士のつながり＝顔が見える関係づくり 

・交流・参加・学びの機会を生み出すために 

個別の活動や人をコーディネートします。 

・地域における活動の活性化を図ります。 

重層的支援体制整備事業のイメージ 

複雑な課題がある場合 
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（参考）各分野の連携について（縦割りの弊害を取り除くが、縦割りをなくすわけではない） 

 
【出所】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（参考）重層的支援会議について（本人同意を得られたケース） 

 

※支援会議（本人同意が得られないケース） 

会議の構成員に対する守秘義務を設け、関係者間で情報共有できる支援会議を通じて、地域にお

ける見守り体制や庁内連携を強化することを目指す。 



 

4 

 

２ 小平市の重層的支援体制整備事業について 

(1) 事業実施イメージ 

※ＣＳＷは、コミュニティソーシャルワーカーの略 

地域住民
支援関係機関

民生委員・児童委員
権利擁護センター
自治会・町内会
ボランティア団体

など

相談先がわかっている相談

既存の相談窓口

●地域包括支援センター
（高齢者支援課）

●地域生活支援センター
（障がい者支援課）

●子ども家庭支援センター
（コンシェルジュ）

（子育て支援課）

●こだいら生活相談支援センター
（生活支援課）

など

相談先がわからない相談

【Ｒ３新規】ＣＳＷ
（こだいら生活相談支援センター）

＜アウトリーチ等を
通じた継続的支援事業＞

寄り添いながら伴走支援

＜参加支援事業＞

ニーズに沿った参加定着支援

＜多機関協働事業＞

プランの検討・作成

＜複雑化・複合化した相談＞

相談の受け止め

既存の地域づくり事業

介護、障害、子ども、生活困窮の各分野
において実施されている既存の地域づく
り事業（こだまちサロンなど）の取組を
活かしつつ、多様な場や居場所づくりを
行います。

支援

関係機関が連携して対応できるものは、これま
で同様、連携して対応するが、問題が複雑化・
複合化し、対応が難しく調整が必要な場合は、
多機関協働事業者と連携して対応していく。

【Ｒ６新規】
重層的支援会議／支援会議

（本人の同意の有無により切り分け）

会議では役割分担や課題等を整理
・プランの適正性の協議
・プラン終結時の評価
・社会資源の充足状況の把握と開発に
向けた検討

＜地域づくり事業＞

・交流のできる場の整備
・地域活動の活性化

（例）ＣＳＷの立ち上げ支援
・ひきこもり家族会
・JOY! JOB! KODAIRA
・子ども食堂

連携

連携

小平市

・全体調整
・Ｒ４地域保健福祉計画で方針整理
・財政措置では、交付金の一体交付に対応
するため、関係事業の組替えを実施

連携
連携

連携

市から社協へ委託

連携

連携
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(2) 重層的支援会議／支援会議 

本人同意が得られた場合には、多機関協働事業者が支援関係者（本人の参加も考えられる）を招集

した「重層的支援会議」を開催し、プランの検討などを行う。 

本人同意が得られない場合には、引き続き、本人同意が得られるよう努める一方で、表にある「既

存の支援対象者ごとの会議体」の目的や役割等の相違を十分に理解した上で、支援が届いていない事

例の情報共有や、必要な新たな支援体制の検討などを行うための支援会議の開催検討を行う。 

その場合は、既存の会議体を「支援会議」に位置付け、開催する。 

 

表 既存の支援対象者ごとの会議体 

対象者 会議体 担当課 

高齢者 地域ケア会議 高齢者支援課 

障がい者 地域自立支援協議会 障がい者支援課 

子ども 要保護児童対策地域協議会 子育て支援課 

生活困窮 支援調整会議 生活支援課 

 

 

(3) 今後について 

重層的支援体制整備事業は、既存の相談窓口や地域づくり支援の取組を活かし、風通し良く連

携し、チームとしての対応力向上につなげるボトムアップ事業になるため、令和６年度以降も事業

の整理や見直しを随時、柔軟に行い、小平市の重層的な支援体制を構築していく。 

 

 


